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小規模事業者持続化補助金 <一般型 通常枠> 

公募要領 第 4版からの主な変更点 

 

No. 頁 公募要領 第5版 公募要領 第4版 

1 表

紙   
 

2 表

紙 
小規模事業者持続化補助金＜一般型 通常枠＞ 

第19回公募  公募要領 

小規模事業者持続化補助金＜一般型 通常枠＞ 

第18回公募  公募要領 

3 表

紙 

２０２６年１月 

小規模事業者持続化補助金事務局 

２０２５年９月 

小規模事業者持続化補助金事務局 

4 1 ○小規模事業者持続化補助金＜創業型＞との重複申請はできません。 

 

○小規模事業者持続化補助金＜創業型＞第１回公募又は第 2 回公募との

重複申請はできません。 

5 1 ※商工会地区の補助金事務局等：株式会社ニューズベース、全国商工会

連合会、各地商工会 

※商工会地区の補助金事務局等：株式会社ニューズベース 

6 3 ○公募期間：公募要領公開：2026年 1月 28日（水） 

      申請受付開始：2026年 3月 6日（金） 

      申請受付締切：2026年 4月 30日（木）17：00 ※予定は変更

する場合があります。 

      事業支援計画書（様式４）発行の受付締切：2026年 4月 16日

（木） 

○公募期間：公募要領公開：2025年 6月 30日（月） 

      申請受付開始：2025年 10月 3日（金） 

      申請受付締切：2025 年 11 月 28 日（金）17：00 ※予定は変

更する場合があります。 

      事業支援計画書（様式４）発行の受付締切：2025年11月18日

（火） 

7 3 ＜今後の公募予定＞ 

 第 19 回公募申請受付締切以降に追ってご案内します。 

＜今後の公募予定＞ 

第 19 回：申請受付開始 2026 年 5～6 月頃を予定 ※予定は変更する場合

があります。 

第 5 版：2026 年 1 月 28 日 第 4 版：2025 年 9 月 29 日 
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8 3 ○補助事業の流れ：  

（中略） 

▶地域の商工会・商工会議所から事業支援計画書の発行を受けます。【発

行受付締切：2026 年 4 月 16 日 】 

▶申請書類を提出します。【申請受付締切：2026 年 4 月 30 日 17:00 】 

▶審査の結果、採択が決定されると補助金事務局から「採択通知書」が

送付されます。 

【採択発表予定日：2026 年 7 月頃予定】 

※申請数等により予定は変更する場合があります。 

▶入手価格の妥当性を証明できる見積書等を提出します。【提出期限：

2027 年 5 月 30 日】(注 1) 

○補助事業の流れ：  

（中略） 

▶地域の商工会・商工会議所から事業支援計画書の発行を受けます。【発

行受付締切：2025 年 11 月 18 日 】 

▶申請書類を提出します。【申請受付締切：2025 年 11 月 28 日 17:00 】 

▶審査の結果、採択が決定されると補助金事務局から「採択通知書」が

送付されます。 

【採択発表予定日：2026 年 3 月頃予定】 

※申請数等により予定は変更する場合があります。 

▶入手価格の妥当性を証明できる見積書等を提出します。【提出期限：

2027 年 1 月 29 日】(注 1) 

9 3 （注 1）見積書等の提出期限(2027 年 5 月 30 日)までに見積書等の提出が

なされていない場合は、採択取消しとします。 

（注 1）見積書等の提出期限(2027 年 1 月 29 日)までに見積書等の提出が

なされていない場合は、採択取消しとします。 

10 4 ※「常時使用する従業員」の数は申請時において常時使用する従業員の

数で判断ください。具体的には、「中小企業基本法」（昭和 38 年法律第

154 号）上の常時使用する従業員をいい、「労働基準法」（昭和 22 年法律 

第 49 号）第 20 条の規定に基づく「解雇の予告を必要とする者」をいい

ます。これには日雇労働者、２か月以内の期間を定めて使用される者、

季節的業務に 4か月以内の期間を定めて使用される者、試用期間中の者は

含まれません。 

※賃上げ特例及び賃上げ加点を活用される場合の従業員の考え方とは異

なることにご注意ください。詳細は P.9 を参照ください。 

― 

11 6 （3）小規模事業者持続化補助金＜一般型 通常枠＞において、「小規模事

業者卒業加点」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者。 

― 

12 7 （3）補助事業実施期間内に補助事業が終了すること 

補助金のお支払いをするためには、補助事業実施期間内に終了する補助

（３）補助事業実施期間内に補助事業が終了すること 

補助金のお支払いをするためには、補助事業実施期間内に終了する補助
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事業であることが必要です。（補助事業実施期間：交付決定日から事業実

施期限（2027 年 6 月 30 日(水)まで） 

事業であることが必要です。（補助事業実施期間：交付決定日から事業実

施期限（2027 年 2 月 26 日(金)まで） 

13 8 （注）小規模事業者持続化補助金＜一般型 通常枠＞において「インボ

イス特例」を活用して補助事業を実施した事業者、または小規模事業者

持続化補助金＜一般型＞において「インボイス枠」（「インボイス特例」

を含む）で採択を受けて補助事業を実施した事業者は、本特例の申請対

象外です。 

（注）小規模事業者持続化補助金＜一般型＞において「インボイス枠」

で採択を受けて補助事業を実施したもしくは、「インボイス特例」を活用

して補助事業を実施した事業者は、本特例の申請対象外です。 

14 9 （注）事業場内最低賃金の算定対象者は、申請時点において在籍してい

る従業員です（退職している従業員は、事業場内最低賃金の算定対象外

です。また、在籍していても申請時点で産休・育休・介護休業・休職中

の従業員は、申請時における算定対象者には含まれません。なお、補助

事業終了時点で復職している場合は、実績報告時における算定対象者に

含まれます。） 

（注）事業場内最低賃金の算定対象者は、申請時点において在籍してい

る従業員です（退職している従業員は、事業場内最低賃金の算定対象外

です。また、当初の計画通りに従業員の賃金の引上げがなされていない

場合も対象外となります）。 

15 9 （注）申請時点及び補助事業終了時点において、支給している事業場内

最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります（最低賃金法第 7

条に基づく最低賃金の減額特例許可を受けた従業員は除きます）。 

（注）申請時点及び補助事業終了時点において、支給している事業場内

最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります。 

16 14 ○採択結果の公表（P.3）および交付決定は、当初予定より遅延する可能

性があります。補助事業の計画にあたっては、スケジュールに十分な余

裕を確保したうえで策定してください。 

― 

17 15 ○採択結果の公表（P.3）および交付決定は、当初予定より遅延する可能

性があります。補助事業の計画にあたっては、スケジュールに十分な余

裕を確保したうえで策定してください。 

― 

18 17 ・「諸経費」などの委託・外注に係る内訳が不明な費用 ― 

19 19 〇内訳が不明な経費（諸経費など） ― 

20 21 （1）受付開始及び締切 （１）受付開始及び締切 
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○公募要領公開： 2026 年 1 月 28 日（水） 

○申請受付開始： 2026 年 3 月 6 日（金） 

○申請受付締切： 2026 年 4 月 30 日（木）17:00 

（事業支援計画書（様式 4）発行の受付締切 2026 年 4 月 16 日（木）） 

○公募要領公開： 2025 年 6 月 30 日（月） 

○申請受付開始： 2025 年 10 月 3 日（金） 

○申請受付締切： 2025 年 11 月 28 日（金）17:00 

（事業支援計画書（様式４）発行の受付締切 2025 年 11 月 18 日（火）） 

21 23 受付締切：第 19 回受付締切分 

補助事業実施期間：交付決定日より 2027 年 6 月 30 日（水）まで 

補助事業実績報告書提出期限：2027 年 7 月 10 日（土） 

― 

22 23 （1）（前略）なお、見積書の提出期限は 2027 年 5 月 30 日（日）です。 （１）（前略）なお、見積書の提出期限は 2027 年 1 月 29 日（金）です。 

23 30 令和 6 年能登半島地震等に伴う加点 

被害状況又は売上減による被害状況がわかる資料 

〇直接被害と間接被害により提出書類が異なります。 

詳細はＰ．３８を参照。 

〇被害の証明書（直接被害） 

公的書類（令和６年能登半島地震等による罹災証明書等の地方自治体発

行書類） 

〇売上減少の証明書（間接被害） 

地震被害の場合は令和 6 年 1 月から令和 8 年 3 月までの任意の 1 か月間

の売上、または豪雨被害のみの場合は令和 6年 9月から令和 8年 3月まで

の任意の 1 か月間の売上が前年同期または令和 2 年 1 月 28 日以前の同期

と比較して 20％以上減少したことを行政機関が証した書面 ※ 

（例：セーフティネット保証 4号の認定書や、地方自治体が独自に発行し

た証明書等） 

〇原則、証明書の名義は事業者名であること。 

令和 6 年能登半島地震等に伴う加点 

令和６年１月から令和７年１０月の任意の１か月の売上高が前年同期、

又は令和２年１月２８日以前の同期と比較して 20％以上減少したこと、

令和６年の能登豪雨を行政機関が証した書面。 

（例：セーフティネット保証４号の認定書や、地方自治体が独自に発行

した証明書等） 

〇原則、証明書の名義は事業者名であること。 

24 31 令和 6 年能登半島地震等に伴う加点 

被害状況又は売上減による被害状況がわかる資料 

令和 6 年能登半島地震等に伴う加点 

令和６年１月から令和７年１０月の任意の１か月の売上高が前年同期、
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※どちらの資料をご提出いただくかによりファイル名称が異なります。

詳細はＰ.38 を参照。 

・被害の証明書（事業者名）または・売上減少の証明書（事業者名） 

又は令和２年１月２８日以前の同期と比較して 20％以上減少したこと、

令和６年の能登豪雨を行政機関が証した書面。 

・売上減少の証明書（事業者名） 

25 34 賃金引上げ加点 

（注）事業場内最低賃金の算定対象者は、申請時点において在籍してい

る従業員です（退職している従業員は、事業場内最低賃金の算定対象外

です。また、在籍していても申請時点で産休・育休・介護休業・休職中

の従業員は、申請時における算定対象者には含まれません。なお、補助

事業終了時点に復職している場合は、実績報告時における算定対象者に

含まれます。 

賃金引上げ加点 

（注）事業場内最低賃金の算定対象者は、申請時点において在籍してい

る従業員です（退職している従業員は、事業場内最低賃金の算定対象外

です。また、当初の計画通りに従業員の賃金の引上げがなされていない

場合も対象外）。 

26 34 賃金引上げ加点 

（注）申請時点及び補助事業終了時点において、支給している事業場内

最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります（最低賃金法第 7

条に基づく最低賃金の減額特例許可を受けた従業員は除きます）。 

賃金引上げ加点 

（注）申請時点及び補助事業終了時点において、支給している事業場内

最低賃金が、地域別最低賃金以上である必要があります。 

27 38 令和 6 年能登半島地震等に伴う加点 

令和 6年能登半島地震等に起因して、自社の事業用資産に損壊等の直接的

な被害（直接被害）や売上減少の間接的な被害（間接被害）を受けた事

業者に対し、政策的観点から加点を行います。 

令和 6 年能登半島地震等に伴う加点 

 令和６年能登半島地震等に起因して、売上減少の間接的な被害を受けた

事業者に対し、政策的観点から加点を行います。 

28 38 令和 6 年能登半島地震等に伴う加点 

【直接被害の場合】 

〇石川県、富山県、新潟県、福井県内に補助事業の実施場所が所在し、

かつ、地震被害または豪雨被害に伴う自社の事業用資産に損壊等の直接

的な被害を受けたことが地方自治体により発行された証明書等により確

認できる事業者については、政策的観点から加点（＝令和 6年能登半島地

震等に伴う加点）を行います。 

【間接被害の場合】 

令和 6 年能登半島地震等に伴う加点 

〇石川県、富山県、新潟県、福井県内に補助事業の実施場所が所在し、

かつ、地震被害の場合、令和６年１月から令和７年１０月までの任意の

１か月間の売上、または、豪雨被害のみの場合、令和６年９月から令和

７年１０月までの任意の１か月間の売上が前年または前々年の同期間と

比較して２０％以上減少したことが、地方自治体により発行された証明

書等により確認できる事業者については、政策的観点から加点（＝令和 6 

年能登半島地震等に伴う加点）を行います。 
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以上 

〇石川県、富山県、新潟県、福井県内に補助事業の実施場所が所在し、

かつ、地震被害の場合、令和 6年 1月から令和 8年 3月までの任意の 1か

月間の売上、または、豪雨被害のみの場合、令和 6 年 9月から令和 8 年 3

月までの任意の 1か月間の売上が前年同期または令和 2年 1月２８日以前

の同期と比較して 20％以上減少したことが、地方自治体により発行され

た証明書等により確認できる事業者については、政策的観点から加点

（＝令和 6 年能登半島地震等に伴う加点）を行います。 

29 39 （1）補助事業を実施することにより産業財産権が発生した場合は、その

権利は補助事業者に帰属します。 

 ※本補助金の申請にあたっては、申請内容に含まれる自社の開発技術、

製品、サービス又はブランド等が、第三者の産業財産権（特許権、実用

新案権、意匠権、商標権）に抵触しないよう十分留意すること。 

（1）補助事業を実施することにより産業財産権が発生した場合は、その

権利は補助事業者に帰属します。 


